
大阪市水道局職員旧姓使用取扱要綱 

 

決  裁 平13.12.21 

最近改正 平23. 8. 1 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、大阪市水道局職員（以下「職員」という。）が、婚姻、養子縁組

その他の事 由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行

上、婚 姻 等 の 前 の 氏 （以下「旧姓」という。）を使用する場合の手続等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（旧姓の使用） 

第２条  職員は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ対外的に誤解や混乱を招き、

又は職務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内において、旧姓を使用することがで

きる。 

（旧姓の使用範囲） 

第３条  旧姓を使用することができる文書等は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 単に氏名が記載された文書等 

(2) 専ら組織内部で使用される文書等で、職務遂行上又は事務処理上支障が生じない

もの 

(3) 職員の権利義務に係る文書等で、職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの 

(4) 職員の身分に関連する文書等（ただし、公権力の行使に係るものは除く。） 

(5) 法律等に基づかない文書等、その他大阪市水道局長（以下「局長」という。）が

認める軽易なもの 

（旧姓の使用の申請及び承認） 

第４条  旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書により、当該職員の所属 

する課、所又は場の長を通じて局長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 局長は、旧姓の使用を認めるときは、旧姓使用承認通知書（別紙）により申請者に

通知するものとする。 

（旧姓を使用する職員の責務等） 

第５条  旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたっては、常に市民及び他の職員に誤

解や混乱が生じないよう努めなければならない。 

２  課長、所長及び場長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう

努めなければならない。 

（承認の取消） 

第６条  局長は、旧姓を使用する職員が前条第１項の規定に反すると認められるときは、

当該職員 に係る旧姓の使用承認を取り消すことができる。 

（旧姓使用の中止） 

第７条  旧姓の使用を中止しようとする職員は、旧姓使用中止届により、当該職員の所

属する課、所又は場の長を通じて局長に届け出なければならない。 



   附 則 

 この要綱は、平成19年10月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年８月１日から施行する。 

 



                                                              
別  紙 
                               （ 表 面 ） 
 

 

旧  姓  使  用  承  認  通  知  書  

 

                                                    年     月     日  

                           様  

 

 

                                        局   長   名  

 

 

     年  月  日付けで申請のあった旧姓について使用を承認したので、次 

 の とお り通知 します 。 

 

                                 記  

 

 １   使 用を承 認した 旧姓 

 

 

 ２   使 用承認 年月日 

                     年     月     日  

 

 

 

 

注  旧姓 の使用 にあた っては 、裏面 記載事 項に留 意する こと。 



（ 裏面） 
 

 ◆  職員の旧姓の使用は、法的な問題が生じるおそれがなく、かつ対外的 

   に誤解や混乱を招き、又は職務遂行上支障が生じるおそれのない範囲内 

   と し 、具体 的には 概ね下 記の例 を参照 するこ と。 

 ◆  旧姓の使用にあたっては、常に市民及び他の職員に誤解や混乱が生じ 

   な い ように 努めな ければ ならな い。 

 旧 姓の使 用を認 める文 書等の 例 

 

○   単 に氏名 が記載さ れてい る文書 等 
(例 )･職 員 録 、名札、 座席表 、事務 分担表 等 

○  専ら組織内部で使用される文書等で、対外的に誤解や混乱を招くお 

  そ れ のない もの 

(例 )･起 案 文 書、決裁 、供覧 書、復 命書へ の署名 ･押 印  

    ･通 知 文書等 に記 載する 担当者 名 

○   職 員の権 利義務に 係る文 書等で 、職務 遂行上 支障が 生じな いもの 

(例 )･出 勤 簿 、休暇願 簿 ･市 内 出 張命令簿 

    ･各 種 休暇、 職務 専念義 務免除 等申請 書等 

    ･超 過 勤務命 令簿 

    ･出 張 命令書 、旅 費請求 書、精 算書等 

    ･互 助 組合関 係書 類の一 部 

○  職員の身分に関連する文書等（ただし、市民等に対する公権力の行 

  使 に 係るも のは除く 。） 

(例 )･退 職 願 等（なお 、辞令 や職員 証につ いても 旧姓で 交付す る。） 

○  法律等に基づかない文書等、その他大阪市水道局長が認める軽易な 

  も の 

(例)･市民に対するお知らせ文書や各種連絡文書等に記載する担当者名 

    ･研 究 論文等 

 

 旧 姓の使 用を認 めない 文書等 の例 

 

○   市 民等に 対する公 権力の 行使に 係る文 書等 
(例)･工事許可、設計審査、しゅん工検査、違反処分、立入検査等法令 

     に 基 づ く行政処 分に係 る文書 等 

    ･そ の 他職員 の身 分によ り行う 対外的 な行政 行為に 係る文 書等 

○  国、地方公共団体及び私人との間で法律上の関係を発生させる文書等

(例 )･契 約 書 、覚書等 

○  職員の権利義務に係る文書等のうち、対外的に誤解や混乱を招き、 

  又 は 職務遂 行上支障 が生じ るおそ れがあ るもの 

(例 )･給 与 関 係書類 

    ･公 務 災害関 係書 類 

    ･互 助 会（一 部を 除く 。）、共済 組合関 係書類  

 

 

 


